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◆毎年 11 月は過労死等防止啓発月間 

 厚生労働省では、11 月を「過労死等防止啓発月間」

と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャ

ンペーンなどの取組みを行っています。月間中は、各

都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウ

ム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」とし

て、長時間労働の削減や賃金不払い残業の解消などに

向けた重点的な監督指導やセミナーの開催、土曜日に

過重労働等に関する相談を無料で受け付ける「過重労

働解消相談ダイヤル」等を行うとしています。 

 

◆過労死等とは？ 

 過労死等とは、過労死等防止対策推進法第２条によ

り、以下の通り定義づけられています。 

 ●業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓

疾患を原因とする死亡 

 ●業務における強い心理的負荷による精神障害を原

因とする自殺による死亡 

 ●死亡には至らないが、これらの脳血管疾患・心臓

疾患、精神障害 

 

◆事業主が取り組むべきこと 

 職場で過労死等が発生すると、労働者やその家族の

人生設計を大きく狂わせてしまうことはもちろん、訴

訟となった際の企業への影響は計り知れません。対策

に取り組むことが、労働者と企業を守ることにつなが

ります。専門家の力や公的資料等を活用しながら、以

下の事項について、積極的に取り組んでいきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●長時間労働の削減 

 ●ワークライフバランスのとれた職場環境づくり 

 ●メンタルヘルス対策 

 ●ハラスメント防止 

 ●相談窓口の周知 など 

【厚生労働省「11 月は「過労死等防止啓発月間」です」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20865.html 

 

 

 

◆70 歳までの就業機会の確保 

高年齢者雇用安定法の改正により、2021 年４月から

70歳までの就業機会の確保が企業の努力義務となって

います。この対応として、70 歳までの継続雇用制度を

導入する企業も多いでしょう。ただ、これまでの 65 歳

までの継続雇用制度とは違った点も考慮に入れる必要

がありそうです。 

 

◆体力と意欲 

年齢と共に身体機能は低下します。65 歳から 70 歳

に近づくにつれ、関節性疾患やガンなどによる受療率

はかなり高まるとされています。また、身体機能や健

康状態の個人差も大きくなってくる年代です。 

65 歳までの継続雇用制度では、定年後の業務内容と

して、60 歳時（定年時）と同じとするケースが多いよ

うですが、改正法へ対応を考えるにあたって、単純に

年齢を 70 歳までにすればよいという訳にはいかない

でしょう。 

また、定年前と同じ業務内容としているケースでは、

定年後の処遇と職務を十分検討していないケースも多

く、退職時期だけが先送りになったような恰好になれ

ば、労働者の仕事への意欲や満足感も低下してしまい

かねません。 

 

11 月は「過労死等防止啓発月間」です 
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◆他人事ではなく 

継続雇用を機に、後進の育成など企業が期待する業

務を担当してもらう、専門性を生かした業務を継続し

てもらうなど、定年後の処遇の変化と併せて、単純に

年齢で区切るのではなく個人に合わせた継続雇用制度

の設計が求められます。そのためには、若い世代も巻

き込んだ制度設計・見直しが必要となるでしょう。 

 

◆マルチジョブホルダー制度が来年からスタート 

65 歳以上の労働者に関する新しい制度が、来年１月

から始まります。複数の事業所で勤務する 65 歳以上の

労働者が、そのうち２つの事業所での勤務を合計して

所定の要件を満たす場合に、労働者本人がハローワー

クへの申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険

者となることができる制度です。 

企業は、労働者からの依頼に基づき、手続きに必要

な証明を行う必要がありますので、厚生労働省のＨＰ

などで事前に確認しておくことをお勧めします。 

【厚生労働省「雇用保険マルチジョブホルダー制度について」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136

389_00001.html 

【同「Ｑ＆Ａ～雇用保険マルチジョブホルダー制度～」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139

508_00002.html 

 

 

 

◆傷病手当金とは 

 傷病手当金は、健康保険の被保険者が病気やケガの

療養のため連続する３日間を含み４日以上仕事に就く

ことができず、給与支払いがない場合に、４日目以降

の仕事に就けなかった日に対して支給されます。 

 支給期間は、支給を開始した日から最長１年６カ月

です。この１年６カ月には、復職し再び同じ病気やケ

ガにより仕事に就けなくなった場合の、復職した期間

も含まれます。 

 

◆改正により支給期間を通算化 

 令和４年１月１日から、この支給期間が通算化さ

れ、療養中に復職し再び同じ病気やケガにより仕事に

就けなくなった場合、復職期間を除いて支給期間がカ 

 

 

ウントされることとなります（具体的な支給期間の計

算方法は、11 月中に明らかになる見通しです）。 

 

◆仕事と治療の両立をしやすくするための改正 

 通算化されることとなった理由は、がん治療など入

退院を繰り返して療養する患者が柔軟に傷病手当金制

度を利用できないとの問題点が指摘され、支給期間が

通算化されている共済組合と取扱いを合わせるべき、

などの意見もあり、見直されることとなったもので

す。 

 

■両立支援に取り組む会社に対する支援 

 会社による仕事と治療の両立のための取組みとして

は、新たに休暇制度を導入したり健康づくりのための

制度を導入したりする等があり、こうした取組みが要

件を満たす場合には、助成金の対象となる可能性があ

ります。 

【厚生労働省】 

「社会保障審議会医療保険部会における議論の整理について」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15749.html 

「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等

の一部を改正する法律案概要」PDF 

https://www.mhlw.go.jp/content/000733601.pdf 

「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライ

ン」PDF 

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000780068.pdf 

 

 

 

◆支払われた割増賃金の平均額１企業当たり 658 万円 

厚生労働省は、「監督指導による賃金不払残業の是

正結果（令和２年度）」として、労働基準監督署が監督

指導を行い、令和２年度（令和２年４月から令和３年

３月まで）に不払いとなっていた割増賃金が支払われ

たもので、支払額が１企業当たり合計 100 万円以上で

ある事案を取りまとめて公表しました。 

 これによれば、是正企業数 1,062 企業（前年度比 549

企業の減）、対象労働者数は６万5,395人（同１万 3,322

人の減）で、支払われた割増賃金の平均額は１企業当

たり 658 万円、労働者１人当たり 11 万円にのぼりま

した。 

 

傷病手当金の支給期間が改正されます 

監督指導による賃金不払残業の 

是正結果から 
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◆割増賃金合計額は前年度比 28 億 5,454 万円減 

業種別の企業数で比較すると、製造業が 215 企業

（20.2％）、商業が 190 企業（17.9％）、保健衛生業

が 125 企業（11.8％）と上位を占めています。支払わ

れた割増賃金合計額 は 69億 8,614 万円で前年度比 28 

億 5,454 万円の減と大幅に減少していますが、コロナ

禍における様々な影響は当然無視できないところです

ので、今後どのような傾向となるかは引き続き注視す

る必要があります。 

 

◆改めて労働時間管理の確認を 

厚生労働省は、あわせて「賃金不払残業の解消のた

めの取組事例」についても紹介しています。そこでは

企業が実施した解消策として、①代表取締役等からの

賃金不払残業解消に関するメッセージ（労働時間の正

しい記録、未払賃金の申告）の発信、②管理職に対す

る研修会の実施、③定期的な実態調査等が挙げられて

います。 

厚生労働省では、引き続き賃金不払残業の解消に向

け、監督指導を徹底していくとしています。企業にお

いても改めて適切な労働時間管理方法や自社の現況に

ついては確認したいところです。 

【厚生労働省「監督指導による賃金不払残業の是正結果（令和

２年度）」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21200.html 

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付 

［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

15 日 

○ 所得税の予定納税額の減額承認申請書（10 月 31 日

の現況）の提出［税務署］ 

30 日 

○ 個人事業税の納付＜第２期分＞ 

［郵便局または銀行］ 

○ 所得税の予定納税額の納付＜第２期分＞ 

［郵便局または銀行］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告

書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でな

い場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

 

 

急激に朝晩の気温が下がってきたのと同時に、コロ

ナの新規患者数も減ってきました。理由がよく分から

ないので諸手を挙げて素直に喜べないのですが、今の

間に少し旅行にでも行って羽を伸ばしたい気分です。 

今月も最後までお読みいただき有り難うございまし

た。（R.O）  

11 月の税務と労務の手続［提出先・納付先］ 

編集後記 
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習慣化             2021-10-19 

皆さんは最近、「習慣化」をしようとして挫折し

てしまったことはありますか？ 

 

先日所内で学んだのですが、「習慣化」とは 

 

①しないといけないと思う 

 ↓ 

②しないと気持ちが悪い 

 ↓ 

③いつの間にかやっていた 

と変化することなのだそうです。 

  

自分について振り返りますと、習慣化できていな

い行動について、①は思っている（気付いている）

ことがあるものの、①→②にもっていくことがで

きないパターンが多いと考えています。 

  

最近③までいけた成功例として、 

・洗濯が終わった後に水道の栓を閉める 

細かすぎてすみません。。。 

  

今できていないものとして、 

・読書（読む本の購入は済んでいます。） 

・お皿を洗った後のゴミの処理 

  

こうしてブログに挙げたことですし、まずは「し

ないと気持ちが悪い」状態まで継続することを目

標に続けていこうと思います。   にしぐち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロ意識を持って仕事に取り組めているか 

   2021-11-4 

少し前のことですが「プロ意識を持って仕事に取

り組めているか」について、所内皆で勉強致しま

した。 

具体的には以下の事が挙げられました。 

 

①常に進歩・向上を目指しているか 

②仕事に創意工夫を加えているか 

③ライバル心を持ち続けているか 

④苦手意識を克服しているか 

⑤責任感を持っているか 

⑥失敗を糧にしているか 

 

皆様にとっては復習でしかないかもしれません

が、私にとっては耳の痛い話でした^^;特に③は

持続する事が、私には困難と考えていました。 

ただここ最近では、オリンピック選手（特に同世

代の選手）が活躍している姿を見ると、とっても

刺激を受けました。 

これってライバル心でしょうか。   おぎの 

 

弊所は宇宙進出を考えています？！2021-11-04 

「スペースコロニーで平和に過ごすにはどうす

れば良いのか？」 

 

【宇宙空間における覇権争い】 

 

もう少しでそんな時代になるのかもしれません。 

 

例えば、「法律も何もない場所」でみんなで共存

共栄するにはどうすればよいでしょうか？ 

このことを考えていきますと、会社経営もよく似

たようなものかもしれないなぁと感じました。 

 

ルール（＝就業規則）があれば絶対に上手くいく

というものでもありません。 

さて、どうしたものかな？     おおたけ 

 

 

スタッフブログより 


